
■「独立」の意味■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 155 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：「独立」の意味 

 

土地の所有権は、誰もが生まれつき持っている権利ではなく、国から与えられる権利だ。現代の日本では、約４

千万人の人が土地を所有し、固定資産税を払っていると言うが（国税庁）こんなに多くの国民が土地所有権を持

っている国は世界でも珍しいようだ。そもそも、国境線に接する土地を隣国の人に買われると、国境線が変わっ

てしまうので、土地売買を禁止するのが世界の常識らしい。特に、外国人でも土地を買える国となると、日本、

米国、ニュージーランド、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、イタリア、スペインくらいしか見当たらな

い。昨今中国人が日本の土地を買い漁っていると言われるが、それが嫌なら売らなければいいだけのこと。「誰で

も土地を買える権利」があることは、僕は素晴らしいことだと思う。たとえ小さな土地でも、地主になれば自由

に土地を使って、夢を叶えることができるから。 

 

この大切な所有権は、国から与えられる権利と言ったが、国はどうやって手に入れたのだろう。国や地域が一定

の陸地、海域、空域を自らの領土、領海、領空として主権を行使する権利を領有権と言うのだが、これは国際法

で保証された権利などではなく、国境を接する二国間の取り決めや国際条約などの合意に基づいて定義される。

そもそも世界全体を治める法律など存在せず、すべては互いの合意や承認の積み重ねで成り立っている。それを

維持するための根回しや交際が「外交」であり、威嚇や脅しが「軍備」という訳だ。これは、国内の所有権につ

いても同様だ。互いが自分の権利を主張し合えば、衝突が起きることもしばしばだ。僕のいる笑恵館でも、近隣

に迷惑をかければ苦情や通報が待っている。こうした権利の衝突を調整するのが「公共の福祉」という考え方だ

が、時として衝突は起きてしまう。それを防ぐために権利を制限するのではなく、外交努力で解決すべきと僕は

思う。 

 

一方で、所有権はその力を、他の人に与えることもできてしまう「すごい力」だ。物に対する事実上の支配とい

う状態そのものに法的保護を与える権利を占有権と言うが、そもそも所有者の許可があれば、誰もが堂々と線権

を行使できる。これはまさしく国が個人に所有権を与えるのと同じこと。所有者が土地利用やその収益について、

自由にルールを決めることができるのは、国が法律を定めて社会を運営しているのと、まったく同じことと言え



るだろう。つまり、たとえ個人の地主でも、周囲の地主たちと外交し、敷地内を統治する「小さな国」の持ち主

であることに違いない。 

 

ヨーロッパのミニ国家「リヒテンシュタイン」は、1699 年 ヨハン・アダム・アンドレアスがシェレンベルク男

爵領を購入したところから始まった。現在もリヒテンシュタイン家が統治する絶対君主国家だが、立憲政治、法

の支配、議会民主制が確立されており、また国民の権利と自由も十分に保障されていることから、実質的に立憲

君主制に分類される事が多いという。現在の君主、ハンス・アダム 2 世は 2004 年に長男のアロイス公子を摂政

に指名して統治権を譲り、自らは名目上の元首としての地位のみを有している。無能で耐え難い君主を退位する

方法が憲法で定められ、独裁君主により国を誤らせないために国民が不満を持てば国民投票によって君主制を廃

止できるというすごい国だ。(Wikipedia 参照) 

 

僕の口癖、「国づくりをやろう」とは、政治や行政に関わるのでなく、自分の土地を統治する人たちが集まって、

自分たちの土地を統治することだ。国や行政を助けるための地域活性化ではなく、自分たちの土地で自分たちの

夢を叶えるために自立した土地経営を行うことを意味している。もちろん、周辺地域を統治する日本政府やその

出先機関とは、うまく付き合っていきたいし、交易や交流も盛んに行うべきだろう。だが、経済的には依存度を

下げ、永続的に自主独立を確保することが大切だと思う。先ほど中国人のことに言及したが、誰が所有するかの

問題ではなく、地域の夢を共有する仲間かどうかが問題だ。かつて渋谷の道玄坂周辺で違法性風俗業者に土地を

貸していた地主を摘発したところ、何と地元の有力者たちが名を連ね、強い憤りを感じたことを思い出す。その

時から僕は、地元の人か他所者かなどどうでもいいと思うようになった。 

 

今週 4/17 から、僕は岐阜県・加子母村を訪れる。東濃ひのきの主産地として知られるその村は、2005 年 2 月 13

日に中津川市に編入され自治体としては存在しないが、3 年前に NPO 法人かしもむらが設立され、独立を目指

し活動しているという。友人の紹介で初めてこの話を聞いた時から、僕のときめきは止まらない。加子母村行き

を前にして、「独立」の意味を再確認するためにこんな話を書いてみた。与えられた権利を失わないように、しっ

かりと行使し続けること･･･独立とは、そういうことだと僕は思う。 

 

http://land-resource.org/20180415-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. トピックス：4/22 棒の折山・日帰り登山会 

 

名栗の森オーナーシップクラブでは、毎月第 4 日曜日に例会を開催します。 

今回は昨年に引き続き、名栗の森を抜け、棒の折山の山頂を訪ねます。 

山頂では、例年市内のひと月遅れとなる満開の桜を愛でながら、美味しい料理を楽しみたいと思います。 

そして帰りは、一般のコースを外れて自然の尾根道を下り、わが名栗の森を縦走して下山します。 

実は今回、僕は欠席の公算が強いんですが、絶賛・お勧めです！！ 

 

■４月例会（企画：四谷さん) 

日時：4/22(日) 9 時～15 時 

集合：西武池袋線 飯能駅北口ロータリー 

費用：一般 2,500 円、会員･同伴者無料 どなたでも参加できます。 



内容：09：00 飯能駅に集合後さわらびの湯まで行き、 

       相乗りで登山口に向かいます 

   10：00 白谷沢登山口- 

   10：10 御神木- 

   10：30 藤懸の滝- 

   10：40 天狗の滝- 

   10：45 白孔雀の滝- 

   11：00 東屋(休憩)- 

   11：20 岩茸石- 

   11：40 ゴンジリ峠‐ 

   12：00 棒ノ嶺山頂（昼食） 

   12：40 出発- 

   13：00 林道- 

   14：00 境界- 

   14：40 階段出口- 

   14：50 駐車場- 

   15：00 さわらびの湯 

装備：軽登山靴または滑らないスニーカー、軍手 

   頂上で昼食（各自持参） 

山頂では、豪華ランチを企画中です。 

詳細は後日参加者にご連絡します。 

 

活動の詳細はこちら 

http://land-resource.org/naguri/ 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

オーナーシップクラブへの入会は、 

持ち主の仲間になることを意味します。 

家族や団体で入会すれば、 

年会費 3 万円で、メンバー何人でも、何回でも 

森を利用することが可能です。 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

■事務局・連絡先  

名称 一般社団法人 日本土地資源協会  

住所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

ＨＰ http://land-resource.org/ 

Mail post@land-resource.org (担当:松村) 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 



凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）4/16 ○作業日 終日：笑恵館で面談可 

（火）4/17 加子母村訪問（中津川市） 

（水）4/18 加子母村訪問（中津川市） 

（木）4/19 ○作業日 午後：笑恵館で面談可 

 12-18 時 ★なるほどデイ（笑恵館） 

 18-20 時 ★持ち寄り食事会（笑恵館） 

（金）4/20 ○なのに作業日（青葉台） 

（土）4/21 ○作業日 終日：笑恵館で面談可 

 13-21 時 ★地主の学校を語る会（笑恵館） 

（日）4/22 ○作業日 午前：松本出張、午後：山梨訪問 

 9-15 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

 

■その後のイベント 

4/26 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

5/10 ★日本土地資源協会 経営会議（笑恵館） 

5/10 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

5/11 ★カプラー起業交流会（三茶） 

5/14-19 ★SHO-KEI-KAN 展Ⅴ（地主の学校説明会） 

5/27 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 



http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


